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Ｑ.底地に対して抵当権が実行された。借地権は消滅しますか？

お知らせ

底地・築古収益物件・共有持分
情報お寄せください！
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Email：Info@sansei-l.co.jp

A.抵当権設定と借地権設定の対抗要件の先後によって異なります。抵当権設定登記が先の場合、銀行等の抵当権
者は完全な所有権として土地の価値を把握しています。そのため借地権者さんは抵当権設定の登記に後れる借地
権登記または建物登記を設定している場合は借地権は抵当権者に主張できず、土地を明渡さなくてはなりません。
一方、借地権者さんの借地権登記または建物登記が先の場合は逆になります。抵当権者は底地であることをわかっ
た上でお金を貸していますので、借地権者さんは借地権を抵当権者に主張できます。

おしえて底地くん

不 動 産 の 問 題 ま る っ と 解 決 ！

底地くん
グッズ
販売中

2026年度の新卒社員が入社しました！

この春、新たに新卒社員が入社しました！ 社会人としての第一歩を踏み出し、現在は研修に励んでいます。
慣れない環境に緊張しつつも、同期同士で支え合いながら、基礎知識やビジネスマナーを
一つひとつ学んでいる毎日です。
前向きな気持ちで何でも吸収していこうとする姿がとても印象的です。

6月1日にはいよいよ本配属。
それぞれの部署で新たなスタートを切ります。
フレッシュな力が加わり、職場にどんな変化を
もたらしてくれるのか、今からとても楽しみです。
これから温かく見守っていただけたら幸いです。
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